
- 277 -

第 ２ 章

開発行為事務取扱フロー
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第２章 開発行為事務取扱フロー

開発行為に関する事務の取扱い関する処理の流れは、次のフロー図18-1-1のとおりとなっていま

す。

フロー図18-1-1

①開発事前相談

②事前指導

開 発 者 市

開 発 構 想 建築住宅課

事 前 協 議

建築住宅課

関係部局・課

③開発行為事前協議

④指導・助言

※必要に応じて公共施設に関する協議

⑤開発行為事前協議

⑥指導・助言

建築住宅課許 可 申 請

開発行為に該当するか

立地の可否

問題点の指摘

日向土木事務所
日向市管理部局

国有地がある場合

法第32条の同意申請

開発審査会

審査会案件

の場合付議

答申

⑦開発許可申請

⑧開発許可証

※農地法等関係法令と同時許可

工 事 着 工 建築住宅課

⑨工事着工届

工 事 施 工

⑫手直し等の指示、確認

※法第 32条の同意協議を兼ねる

※ 工事写真撮影要領に基づき工事写真撮影

※ 必要に応じて公共施設の中間検査

工 事 完 了 建築住宅課

⑩工事完了届

⑪検査日程の指示

公共施設帰属の登記関係書類を同時

に提出

完 了 検 査 建築住宅課

⑬検査済証交付

完 了 公 告


